第42期東京地方最低賃金審議委員の不公正任命に抗議する(声明)
2011年5月23日

〒170-0005　豊島区南大塚２－３３－１０　　東京労働会館6階

東京春闘共闘会議　　事務局長　高畠　素昭

　　5月17日、東京労働局は、第42期東京地方最低賃金審議委員の任命をしました。私たち東京春闘共闘会議は、4月12日東京公務公共一般労働組合と全国生協労働組合連合会関東地連から各1名ずつ推薦しましたが、任命されませんでした。この間このような状態が続き、今回も任命しなかったことに怒りと抗議の意思を表明します。
　東京春闘共闘会議は、単産・地域で45万人を組織し労働者のくらし・雇用・権利を守るために力を合わせ運動しています。とりわけ最低賃金近くで働く「働く貧困層」の解消と賃金引上げでくらしの維持・景気回復を願っています。そのためにも東京労働局が定める「東京都最低賃金」は、1,000円以上の大幅な引上げが求められています。私たちは、最低賃金法9条の生活保護を上回る金額設定にあたっても積極的に提案してきました。また、人が人間として生きてゆくために最低必要な生計費について、調査活動、最低賃金実体験などを重ね「東京都最低賃金」は、不当に低いことを証明してきました。
　今回の審議委員公募にあたり、最低賃金で働く労働者の声を反映させることが重要と考え、「官製ワーキングプア」の当事者である東京公務公共一般労働組合、約70％がパートなど非正規労働者を組織している全国生協労働組合連合会の代表を推薦しました。審議委員任命にあたり、こうした当事者を入れようとしない姿勢、また春闘の取り組みでは伝統と実績のある東京春闘共闘会議の存在を否定しようとする姿勢は、国の機関としても、労働者の保護にあたる機関としても重大な問題を含みます。また、過去の経過では、「総合的に判断」したというだけで明確な判断基準や理由も示さないで推薦者の任命を拒否する姿勢も問われます。
最低賃金審議会令に、任命基準は示されていません。労働行政にかかわる審議会委員の任命にあたっては「５４号通牒」があります「労働組合の様々な潮流に配慮すべきとしており、この原則をも破るものです。私たち東京春闘共闘は、審議委員任命の是正を求めると共に、働く貧困状態に置かれている労働者、賃金引上げを願う労働者と力を合わせ、生活保護基準を上回る最低賃金の実現のために今後とも力を尽くすことをあらためて表明します。
【参考】54号通牒
　労働省が各県にあてて，労働者委員の選任にあたって留意すべき点を述べた通達。
「労働者委員の選考にあたっては，産別，総同盟，中立等系統別の組合数及び組合員数に比例させるとともに，産業分野，地域別などを十分考慮すること」（1949年7月）
　この通達は地労委だけでなく，「中労委の労働者委員の任命に当たっても尊重される」
（2002年11月第115回国会政府答弁）
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